
 
 

 
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

  
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
（

平
成

十
七

年
青

森
市

条
例

第
二

百
三

十
一

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
第

二
条

第
二

項
各

号
中

「
九

人
」

を
「

八
人

」
に

改
め

る
。

 

 
第

四
条

第
二

項
及

び
第

七
条

第
二

項
中

「
十

一
人

」
を

「
十

人
」

に
改

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
 

◇
 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
 

 提
案

理
由

 

 
常

任
委

員
会

、
議

会
運

営
委

員
会

、
資

格
審

査
特

別
委

員
会

及
び

懲
罰

特
別

委
員

会
の

委
員

の
定

数
を

変
更

す
る

た
め

、
提

案
す

る
も

の
で

あ
る

。
 



 
 

 
青

森
市

議
会

会
議

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

  
青

森
市

議
会

会
議

規
則

（
平

成
十

七
年

青
森

市
議

会
規

則
第

一
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
別

表
中

議
会

改
革

推
進

協
議

会
の

項
を

削
り

、
同

表
議

会
広

報
紙

編
集

会
議

の
項

中
「

議
会

広
報

紙
編

集
会

議
」

を
「

議
会

だ
よ

り
編

集
会

議
」

に
、「

議
会

広
報

紙
の

」
を
「

議
会

だ
よ

り
（

青
森

市
議

会
基

本
条

例
（

平
成

二
十

五
年

青
森

市
条

例
第

一
号

）
第

七
条

第
二

項
に

規
定

す
る

議
会

広

報
紙

を
い

う
。
）

の
」

に
改

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
規

則
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
 

◇
 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
 

 提
案

理
由

 

 
議

会
改

革
推

進
協

議
会

を
廃

止
し

、
及

び
議

会
広

報
紙

編
集

会
議

の
名

称
を

変
更

す
る

た
め

、
提

案
す

る
も

の
で

あ
る

。
 


